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「コロナ社会を生き抜く行動指針」新旧対照表                    

新 旧 

コロナ社会を生き抜く行動指針 

 

令和３年 ７月２１日 変更 

 

岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部 

 

はじめに 

（略） 

 

目次 

（略） 

 

１ 県民の皆さん 

（略） 

 

２ 事業所・店舗 

（略） 

コロナ社会を生き抜く行動指針 

 

令和３年 ６月１８日 変更 

 

岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部 

 

はじめに 

（略） 

 

目次 

（略） 

 

１ 県民の皆さん 

（略） 

 

２ 事業所・店舗 

（略） 

 

 

 

 

 

 

資料１ 
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「コロナ社会を生き抜く行動指針」新旧対照表 

新 旧 

３ 県の催事施設 

市町村、民間の催事施設においても、以下を参考としていただきたい。 

なお、各業界が定める業種別ガイドラインに則した感染防止策にも留意するこ

と。 

また、イベントの開催時にはイベントの特性によって、県への事前相談や事後

対応等が必要になる場合がある。イベント主催者は以下の県 HPを参照の上、適切

に対応いただきたい。 

県 HP：https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/161193.html  

（中略） 

・イベントの規模要件（人数・収容率等）は以下のとおりとする（１イベントあ 

たり。時間をずらす等の工夫は可能）。詳細は、令和３年７月８日付け事務連 

絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事 

項等について」に準拠する。なお、施設の使用制限は、必要な感染防止策を講 

じた上で、収容率要件などを考慮して決定するものとする。 

収容率※３ 人数上限※３ 

大声なし※１ 

100%以内 

大声あり※２ 

50%以内 

5,000人 

又は 

収容定員 50％以内        

のいずれか大きい方 

  ※１ 大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合 

 ※２ 大声での歓声、声援等が想定される場合等。異なるグルー

プ間では座席を１席空け、同一グループ（５人以内に限る。）

内では座席間隔を設けなくともよい。すなわち収容率は

３ 県の催事施設 

市町村、民間の催事施設においても、以下を参考としていただきたい。 

なお、各業界が定める業種別ガイドラインに則した感染防止策にも留意するこ

と。 

また、全国的な人の移動を伴うイベント又はイベント参加者が 1,000人を超え

るようなイベントの開催を予定する場合は、当該イベント主催者とともに県に事

前相談及び事後対応を実施すること。 

                                          

（中略） 

・イベントの規模要件（人数・収容率等）は以下のとおりとする（１イベントあた 

り。時間をずらす等の工夫は可能）。詳細は、令和３年６月１７日付け事務連絡 

「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等 

について」に準拠する。                         

                              

収容率※３ 人数上限※３ 

大声なし※１ 

100%以内 

大声あり※２ 

50%以内 

5,000人 

又は 

収容定員 50％以内（上限 10,000人） 

のいずれか大きい方 

※１ 大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合 

      ※２ 大声での歓声、声援等が想定される場合等。異なるグループ間

では座席を１席空け、同一グループ（５人以内に限る。）内で

は座席間隔を設けなくともよい。すなわち収容率は 50％を超
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50％を超える場合がある。 

       ※３ 収容率と人数上限でどちらか小さいほうを限度（両方の条

件を満たす必要）。 

（略） 

える場合がある。 

※３ 収容率と人数上限でどちらか小さいほうを限度（両方の条件を

満たす必要）。 

（略） 

 


